
　保険契約者である企業または団体は東京海上日動火災保険株式会社に本
契約に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険株式会社
および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判
断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種
商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①
から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公
開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の
適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託

先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支
払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること

② 契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の
保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること

③ 東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海
上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提
供・案内のために、共同して利用すること

④ 再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保
険引受会社等に提供すること

⑤ 質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや
担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること

詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-
nichido.co.jp)をご参照ください。

個人情報の取扱いに関するご案内

引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが
一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは「小規模法
人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法
人（日本における営業所等が締結した契約に限る））またはマンション管理組
合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象とな
り、保険金、返れい金等は原則として80％（破綻保険会社の支払停止から3
か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については
100％）まで補償されます。

＊保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者で
ある個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののう
ち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。

保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて

不当利得返還金そのものは補償の対象とはなりません。ただし、不当利得
返還請求に係る争訟費用（弁護士報酬など）は補償の対象となります。

住民訴訟により被保険者が不当利得返
還請求を受けた場合に、当該不当利得
返還金も補償の対象となりますか？

Q6 A6

初年度契約の保険期間の初日より前に行われた行為に起因して保険期間
中に提起された一連の請求も補償の対象となります。また、加入日からの
遡及期間の制限もありません。ただし、「この保険契約の保険期間の初日
より前に被保険者に対してなされていた請求の中で申し立てられていた行
為に起因する一連の請求」、「この保険契約の保険期間の初日において請
求がなされるおそれがあることを被保険者が知っていた場合」など免責事
項に該当する場合は、補償の対象外です。

保険加入日前に行った行為に起因す
る損害賠償請求も補償の対象となり
ますか？

Q5 A5

退職等（自己都合退職含む）により、機構・公社等の職員でなくなった場
合に、その時に加入していた保険の保険期間の末日から5年以内に、機
構・公社等の職員としての職務につき行った行為に起因する請求等この
退職の特則が適用される所定の請求がなされた場合は、退職時に加入し
ていた保険の保険期間の末日になされたものとみなして補償の対象と
なります。
ただし、その保険期間中に被保険者でなくなった場合は、対象外となります。

退職後に訴訟が提起された場合、補償
の対象となりますか？

Q4 A4

法律で定められている訴訟費用（裁判の申立手数料、証人の日当・旅費
等）は、民事訴訟法により、基本的には敗訴した者が負担することと定め
られています。ただし、ここでいう訴訟費用には、裁判を行うのに全ての
費用を含むわけではありません。例えば、弁護士報酬は、原則として訴訟
費用には含まれず、裁判の勝ち負けにかかわらず必要となる場合があり
ます。

裁判で勝訴した場合でも負担すべき
費用が発生しますか？

Q1 A1

建設系機構・公社等職員 賠償責任保険は、業務上過失致死罪など刑事
訴訟に基づく弁護士費用または訴訟費用について、無罪が確定した際に
は弁護士費用または訴訟費用も補償の対象となります。また、刑事訴訟
と併行して、民事訴訟を提起された場合は、当該訴訟が故意に行った行
為に起因するものではない限り、民事訴訟に係る争訟費用（P5参照）及
び敗訴した場合の法律上の損害賠償金（P5参照）等についても、補償
の対象となります。

業務上過失致死傷罪など過失犯を問わ
れた場合は、保険の対象となりますか？

Q2 A2

訴訟提起後、裁判所の勧告による「和解」は補償の対象となります。
ただし、訴訟提起されていない当事者間での「示談」の場合は、内容証明
等の書面により損害賠償を求められたことが明らかな場合であって、かつ、
示談や和解に先だって、引受保険会社（東京海上日動火災保険㈱）が必要
かつ妥当と認めた場合に限り、補償の対象となります。

和解は補償の対象となりますか？また、
民事訴訟を提起すると住民から言われ
た際に、住民と示談で解決したが、その
際に支出した和解金は補償の対象とな
りますか？

Q3 A3

その他ご不明な点は、取扱代理店または
引受保険会社にご照会ください。
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